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1．はじめに

（1）問題の所在

2023年 11月 27日に発出された日越共同声明 1）で「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」（37

項）の重要性が明記されたように、近年の日本外交では、「法の支配（the rule of law）」という用語が

頻繁に使用されている。それに対置される用語として、「力又は威圧による現状変更の一方的な試み

（any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion）」（同声明 42項）も多用され、日本は

当該行為を強く非難している。

本用語は、誰も、そして、どの国家も、正面から否定し得ない正当な統治原則であると思われるが、

抽象的概念であるがゆえに、その意味は曖昧なままである。特に、使われる文脈（国内社会か国際社

会か）や本用語の主張者の立場（国内での統治者か被治者か、国際社会での軍事大国か軍事弱小国か

または先進国か発展途上国か）により、本用語は多義的に使用され解釈される鵺
ぬえ

的な概念であると言

える。

では、「国際社会における法の支配」とは何を意味し、どういう法的・政治的意義があるのか。元来、

中央集権化された権力構造を有する国内社会において統治形態を議論する際に用いられた本用語が、

主権国家の併存状態にある分権化した国際社会においても同様に適用できるのか。また、国際社会で

使用されるその文脈や内容と日本外交で使用されるそれらは同一なのか。本稿の目的は、これらの疑

問に答えるべく、国際社会、特に、国際連合（以下、国連）における当該用語の使用例と比較しつつ、

日本外交で言及される「国際社会における法の支配」が示す具体的内容およびその法的・政治的意義

を考察することである。

（2）概念整理

本考察に入る前に、まず、今まで議論されてきた法の支配概念を整理しておく必要がある 2）（【図1：

法の支配概念の整理】参照）。法の支配の理解は、国内社会を基盤として、形式的側面に着目する見

方と実質的側面に着目する見方に区分される。前者は、法の支配を統治者が被治者に対する統治行為

の手段としての法に基づく支配と解する（薄い（thin）法の支配と称される）。換言すれば、それは、

悪法か否かといった法的内容の適性を吟味することなく形式的な法による支配（rule by law）3）と位置

付けられ、ナチス・ドイツやアパルトヘイト政策時代の南アフリカといった専制的・権威主義的体制

を正当化する危険性を内包している。他方、後者は、それを統治者の権力濫用を制限し、被治者の権

利を保護するグッド・ガヴァナンス 4）（善良統治）の手段として解する（厚い（thick）法の支配と称

される）。そこには、法という形式的要件に加えて、人権、平等、民主主義といった実体的価値が含

まれ、専断的・恣意的な権力行使への抑止機能を有している 5）。すなわち、法は、被治者を規律する
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だけでなく、権力者・統治者をも規律する機能を有していることから、個人の権利が保護される。一

般的には、法の支配とは、国内社会において後者のように理解されている 6）。

2．国際社会における法の支配の使用経緯

では、国際社会、特に、国連において法の支配がどのような文脈で取り上げられ議論されたのか、

その経緯を以下で概観する（【表 1：国際社会における法の支配関連年表】参照）。

国連発足の 1945年から冷戦終結の 1990年頃までに法の支配が国連関連で言及されたのは、1948年

の国連総会決議「世界人権宣言」7）および 1970年の国連総会決議「友好関係原則宣言」8）であり、そ

れ以外では、特に取り上げられることはなかった。前者の世界人権宣言では、「法の支配によって人

権を保護することが肝要である」（前文 3項）と明記され、法の支配と人権保護との密接な関連性が

示唆された。また、国連憲章に規定された七つの原則の漸進的発達および法典化のために採択された

後者の友好関係原則宣言は、国連憲章が「諸国間における法の支配の推進に最も重要であること

（paramount importance）に留意」（前文 4項）していると言及した。これは、国連憲章の法原則（武力

不行使、紛争の平和的解決、不干渉など）が諸国間、すなわち、国際社会における法の支配の中核概

念であることを示唆している。

（1）人権保障関連での経緯

法の支配が国際社会や国連内で人権や民主主義と並んで注目される契機となったのは、冷戦終結後

のソ連・東欧諸国の国家承認問題および地域紛争（カンボジア、コソボ、東チモールなど）への対処

であったという 9）。前者の国家承認問題に関して、1990年に欧州安全保障協力会議（CSCE）首脳会

議で採択されたパリ憲章 10）は、「民主主義、平和、統合の新時代」の項目の中で、人権、民主主義、
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【図 1：法の支配概念の整理】
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【表 1：国際社会における法の支配関連年表】

年 月　日 国連・国際会合・日本関連事項および＊国際的事件

1948 12/10 国連総会決議「世界人権宣言」前文 3項
1970 10/24 国連総会決議「友好関係原則宣言」前文 4項
1991 12/16 ECの「東欧・ソ連新国家承認指針宣言」
1992 6/17 事務総長報告『平和への課題』
1993 6/14–25 ウィーン国連世界人権会議：ウィーン宣言および行動計画採択

12/20 国連総会決議「法の支配強化」（第 3委経由で 2002年まで毎年採択）
1995 1/3 事務総長ポジション・ペーパー「平和への課題：追補」
2000 8/21 国連平和活動パネル報告（ブラヒミ報告）

9/8 国連総会決議「国連ミレニアム宣言」
2003 9/30 国連安保理「正義と法の支配：国連の役割」公開会合
2004 8/23 国連事務総長報告「法の支配と移行期正義」に「法の支配」定義
2005 9/16 国連総会決議「2005世界サミット成果文書」
2006 12/4 国連総会決議「国内・国際レベルでの法の支配」（第 6委経由で現在まで毎年採択）
2007 5/10 外交青書 2007年版（法の支配の項目立て）
2008 3/12 事務総長報告「国内・国際レベルでの法の支配」

4/14 「事務総長手引書：法の支配支援の国連アプローチ」
2010 3 「事務総長手引書：移行期正義への国連アプローチ」
2012 9/24 国連総会「法の支配」ハイレベル会合宣言
2014 3/18 ＊ロシアによるクリミア併合

3/27 国連総会決議「ウクライナの領土保全」（併合の無効）
5/30 シャングリラ対話で安倍首相「海における法の支配三原則」提唱
9/25 持続可能な開発サミットで「持続可能な開発目標」国連総会決議採択

2016 5/27 G7伊勢志摩サミット議長国会見
7/12 ＊南シナ海に関する国連海洋法仲裁裁判所の判断・中国否定
8/27–28 安倍首相が TICAD VIで「自由で開かれたインド太平洋戦略」提唱
9/20 G7外相会合（東・南シナ海での懸念、仲裁判断の有用性が確認）

2021 8/5 事務総長報告「我々の共通の課題」
12/9–10 米国主導下の第 1回民主主義サミット（111国家・地域招待、成果文書なし）

2022 2/24 ＊ロシアによるウクライナ軍事侵攻
3/2 国連緊急特別総会決議「ロシアのウクライナ侵略」（侵略と認定）
9/20 岸田首相の国連総会での一般討論演説
12/7 国連総会決議A/RES/77/110

2023 1/12 安保理議長国日本主催で「法の支配」公開会合
3/20 岸田首相演説「FOIPのための日本の新たなプラン」
3/29–30 米国主導下の第 2回民主主義サミット（120国家・地域招待、73か国・地域が民主主義サミッ

ト宣言署名）
7/6 日ASEAN特別法務大臣会合共同声明
7/7 G7司法相会合の東京宣言（法整備支援の挿入）
7/31 事務総長報告「法の支配のための新ビジョン」
8/21–24 日本主催の第 1回東京国際法セミナー開催



国際社会における法の支配の意味と意義（岩本） 37

法の支配を欧州共通の価値であると確認した。そして、1991年に欧州共同体（EC）は、「東欧および

ソ連の新国家承認の指針に関する宣言」の中で、国家承認の条件として第 1番目に「国連憲章の諸規

定の尊重ならびにヘルシンキ最終文書およびパリ憲章の中で、特に法の支配、民主主義および人権に

関してなされた諸約束の尊重」を明記した 11）。ここで使用された法の支配は、欧州諸国の共通の価値

として民主主義を包含した国内政治の統治形態、いわゆる、「厚い法の支配」を示している。

国連において法の支配が議題として取り上げられたのは、1993年の国連総会であった。それは、「法

の支配の強化」と題する 1992年・1993年の人権委員会決議 12）および 1993年の第 2回世界人権会議で

採択されたウィーン宣言 13）を想起しつつ、人権の包括的遵守および法の支配の維持のための世界人

権宣言の勧告を是認する「法の支配強化」決議 14）を採択した。そこでは、国家が人権の包括的遵守

や法の支配の維持に直接的効果のある適切な国内構造を構築し強化するのを支援するために国連内に

包括的プログラムを創設するという世界人権会議の勧告が是認された（本文 1項）。国連総会第 3委

員会（人権担当）経由の国連総会決議「法の支配強化」は、その後、2002年までほぼ毎年のように採

択された 15）。

（2）平和構築・移行期正義関連での経緯

冷戦終結後の地域紛争への対処に関して、国連の平和維持活動（Peace Keeping Operations, PKO）の

任務（マンデート）が変更・拡大されたことが注目される。PKOの任務は、伝統的な停戦や軍隊の引

離しの監視などの軍事部門（第 1世代型 PKO）だけでなく、たとえば、日本も参加した国連カンボジ

ア暫定統治機構（UNTAC、1992–93年）16）のように、文民行政、選挙、人権などの民生部門も加えら

れた（第 2世代・複合型 PKO）。文民行政部門において、UNTACの監督下にある文民警察が、法およ

び治安の維持ならびに人権および基本的自由の保護の活動を実施した。「法の支配」という用語が当

時の国連関連文書に使用されていないが、国内の法秩序を維持し人権を保障するという、まさに法の

支配のための支援活動が PKO任務の一部に組み込まれたと言える。

PKOに関連して、ブトロス・ガリ国連事務総長は、1992年の『平和への課題』17）の中で紛争後の平

和構築のために「法の支配や意思決定の透明性といった民主的慣行と真の平和や安全の達成との間に

明らかな関連性がある」と指摘しつつ、グッド・ガヴァナンスのこれらの要素が国際・国内政治社会

のすべての段階で促進される必要があると主張した。同氏は、1995年の『平和への課題：追補』18）で

も、国連 PKOが近年介入し始めた国内武力紛争が国家制度、特に政治と司法の崩壊により、統治の

停滞や法と秩序の混乱をもたらす（13項）ことから、紛争後の平和構築において、制度改革、警察・

司法制度の改善、人権の監視、選挙改革などが紛争防止に有用である（47項）と指摘した。

国連に設置された国連平和活動検討パネルが PKOの在り方について提案した 2000年の「国連平和

活動に関するパネル報告（ブラヒミ報告）」19）でも、平和構築に関して、「紛争後の環境において法の
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支配制度を強化し人権尊重を改善することにより一層焦点を当てるために複合型平和活動における文

民警察、その他の法の支配部門および人権専門家の活用に関する理念的な変更」20）が勧告された。安

全保障理事会（以下、安保理）が初めて法の支配概念を使用したのは、ブルンジでの「国内和解、民

主主義、安全保障および法の支配」に関する 1996年の決議 1040本文 2項 21）においてであった。上記

のブラヒミ報告以降、安保理の設置する第 2世代型・複合型 PKOに、法の支配強化のマンデートが

付与される事例が増加した 22）。特に、法の支配の空白（rule of law vacuum）を埋めるための治安部門

改革（Security Sector Reform, SSR）が推進された 23）。

ところで、国連文書での「法の支配」という用語も、様々な文脈の中で多様な意味を持って使用さ

れてきたように思われる。そのために、当該用語の意味や使用方法を統一させるためなのか、2004年

のコフィー・アナン国連事務総長報告『紛争および紛争後の社会における法の支配と移行期正義』24）

において、それが定義された。それによれば、法の支配とは、正義や移行期正義（transitional 

justice）25）とともに、人権を向上させる国際社会の取組を理解する上で本質的である（5項）と位置付

けた上で、「国連の使命の中核をなす観念である。それは、国家自体を含め、官民を問わず、すべて

の個人、機関および団体が、公に発布され、平等に施行され、独立して裁かれる法に対する責任があ

り、かつ、国際人権の規範および基準と両立する統治原則を指す。それは、また、法の優越性、法の

前の平等、法に対する説明責任、法の適用における公平性、権力分立、意思決定への参加、法的な確

実性、恣意性の回避、手続き上および法律上の透明性などの諸原則の遵守を確保する措置を必要とす

る」。後の国連文書 26）で頻繁に引用される本定義は、「広範な実質的価値を含み、明らかに『厚い法

の支配』論に該当する」27）と評価される。

国連による法の支配支援活動に関連して、2008年の『事務総長手引書：法の支配支援の国連アプ

ローチ』28）は、国際レベルでの法の支配強化には、武力行使に関する憲章および国際法の尊重、国家

の主権的平等の尊重ならびにジェノサイド、人道に対する罪、民族浄化そして戦争犯罪から自国民を

保護する国家責任の認識が含まれる。国内レベルでの法の支配に関する国連活動は、加盟国のため、

安保理の要請やマンデートにより、そして、当該国家の国内政策や優先度および計画に従って実施さ

れる技術的支援や能力構築に基づくと規定する。

加えて、2010年の『事務総長手引書：移行期正義への国連アプローチ』29）は、移行期正義のプロセ

スおよびメカニズムは法の支配を強化するための国連枠組の重要な要素であると指摘しつつ、10ある

指針原則の中に、「第 7指針原則：移行期正義プログラムを幅広い法の支配の取組に連携させること」

を挙げている。具体的に、「国連は、移行期正義プログラムが・・・当該国家の全体的な法の支配構

造を強化するために、より幅広い司法・治安（justice and security）改革取組を積極的に強化すること

を保証しなければならない」と規定した。ここでは、権力の移譲や体制の変更を伴う紛争後の国内に

おける移行期正義の実現自体が法の支配を意味することになる。
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また、2023年 1月に、安保理で議長国日本の主催する公開討論「国際の平和と安全の維持における

法の支配の推進と強化：国家間の法の支配」が開催された。そこでアントニオ・グレーテス国連事務

総長は、2022年に生じたロシアのウクライナ侵攻、パレスチナ・イスラエル問題、北朝鮮の核開発計

画、アフガニスタンでの女性と女児の権利侵害、ミャンマーでの法の支配の崩壊、ハイチでの脆弱な

法の支配に言及しつつ、①国連憲章と世界人権宣言のビジョンと価値観の支持、②法の支配を予防

ツール（紛争の平和的解決手段）としての最大限の活用、③ 2030アジェンダと持続可能な開発目標

（SDGs）の実現のカギとなる法の支配の強化を要請した 30）。

（3）国連の全般的方向性関連での経緯

上記の平和維持・平和構築関連での経緯と同時並行的に、2000年 9月に国連ミレニアム・サミット

が、21世紀における国連の役割の方向性を検討するために開催された。そこで採択された国連総会決

議「国連ミレニアム宣言」31）は、第 2節「平和、安全保障および軍縮」で国内事項と同様に国際事項

においても法の支配の尊重を強化すること、特に、加盟国に国際司法裁判所の決定を遵守させること

を決意した（9項）。さらに、第 5節「人権、民主主義およびグッド・ガヴァナンス」で民主主義を促

進し、法の支配を強化し、発展の権利を含む国際的に承認されたすべての人権と基本的自由を尊重す

る如何なる努力も惜しまないと宣言した（24項）。これらの規定から、法の支配がグッド・ガヴァナ

ンスの一要素であることが理解できる。

国連創設 60周年に当たる 2005年には、国連は、幅広いグローバルな課題に対処するために世界サ

ミットを開催し、国連総会決議「2005世界サミット成果文書」32）を採択した。当該文書は、第 1節「価

値と原則」で、平和と安全、開発および人権が国連システムの柱であること（9項）、グッド・ガヴァ

ナンスおよび国内・国際レベルでの法の支配が持続可能な開発に不可欠であること（11項）を確認し

た。そして、国連が 4分野（開発、平和と集団安全保障、人権と法の支配、国連の強化）において具

体的施策を実施すると決意した（16項）。その第 4節「人権と法の支配」で、国連ミレニアム宣言と

同様に、法の支配が人権や民主主義とともに国連の中核原則の 3本柱の 1本と位置付け（119項）、国

内・国際レベルの双方で法の支配を普遍的に遵守し履行する必要性が認識された。具体的には、（a）

国連憲章や国際法上の諸原則および法の支配や国際法に基づく国際秩序の遵守に対するコミットメン

ト（公約）の再確認、（e）事務局内に「法の支配支援ユニット」設立の支援、（f）国家間紛争を裁く

国連の主要司法機関である国際司法裁判所の重要な役割の再認識などが明記された（134項）。

2006年には、上記の諸決議をより具体化するために、国連総会第 6委員会（法律担当）経由の国連

総会決議「国内・国際レベルでの法の支配」33）が採択された。当該決議も、人権・法の支配・民主主

義が国連の不可分の中核的価値・原則であること（前文 2項）、国内・国際レベルでの法の支配の促

進が持続的な経済成長、持続可能な発展、貧困・飢餓の撲滅、人権や基本的自由の保護の実現にとっ
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て本質的であること（前文 4項）、国内・国際レベルでの法の支配や正義およびグッド・ガヴァナン

スの促進や尊重が国連やその加盟国の行動の指針であること（前文 6項）を明記した。そして、事務

総長に、法の支配に関する各国の意見を聴取するとともに、国内・国際レベルでの法の支配に関する

国連関連機関のプログラム目録の作成・提出（本文 2項）、当該機関の活動の強化・調整に関する報

告書の作成・提出（本文 3項）を要請した。加えて、第 6委員会での本議題の採用と進捗状況の継続

監視（本文 5項）も決定した。そのため、2006年以降も、「国内・国際レベルでの法の支配」は国連

総会の常設的な議題として取り上げられ、現在も同議題の総会決議が引き続き採択されている 34）。な

お、法の支配を支援するために、2006年の総会決議 35）で「法の支配支援ユニット」の設置が勧告され、

2007年の総会決議 36）で、事務総長事務局に設置された当該ユニットによる「法の支配調整資源グルー

プ」の支援体制が構築された。

2007年から始まった国連総会第 6委員会の審議では、各国から国内・国際レベルでの法の支配につ

いての多様な見解が表明された 37）。松尾弘 38）によれば、それらは、（a）国際的な刑事司法重視の見解、

（b）国際的な平和構築・維持活動重視の見解、（c）国内立法の技術支援・能力養成重視の見解、（d）

人権状況進展重視の見解に大別されるという。

2008年に潘基文事務総長は、総会決議（A/RES/61/39およびA/RES/62/70）の要請に従い、国連で

現行の「法の支配」活動目録を作成した。その報告書 39）によれば、当該活動は、国際レベルと国内

レベルに区分される。国際レベルでの法の支配促進活動として、①国際法の教育、普及および促進、

②国際法の国内履行支援、③国際レベルでの紛争解決、④紛争解決と移行期正義に関する活動が列挙

された。国内レベルでは、①行政的諸制度の強化および公法・ガヴァナンス問題、②司法・法執行の

行政に関する活動が列挙された。

2012年には、国連総会は、「国内・国際レベルでの法の支配に関する総会ハイレベル会合宣言」40）

を採択した。同宣言は、全 42項目にわたり再確認または認識を示した。具体的には、国連憲章の目

的と原則、国際法と正義、そして、法の支配に基づく国際秩序に対する神聖なコミットメントの再確

認（1項）；法の支配が、すべての国家に平等に、そして、国連やその主要機関を含む国際機構に適用

されることならびに法の支配や司法の尊重および促進が当該諸活動すべての指針となり、それらの行

動に予見可能性や正当性を付与すべきであることの認識（2項）；平和的手段により国際紛争を解決す

るすべての国家の義務の再確認（4項）；人権、法の支配および民主主義が相互に関連し強化しており、

国連の普遍的で不可分の中核的価値および諸原則であることの再確認（5項）；紛争予防、平和維持、

紛争解決および平和構築の主要な要素の一つとしての法の支配の重要性の強調（18項）などであった。

また、法の支配と開発が相互に強く関連していることから、2015年以降の国際開発アジェンダで法の

支配も審議されることが期待された（7項）。
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（4）持続可能な開発関連での経緯

前述の国連総会ハイレベル会合宣言での議論を受けて、2030年までに達成すべき 17項目の「持続

可能な開発目標（SDGs）に関する宣言」（国連総会決議）41）が 2015年に採択された。持続可能な開発

は、平和と安全なくして実現できず、新アジェンダは発展の権利を含む人権、効果的な法の支配およ

びすべてのレベルでのグッド・ガヴァナンスに基づく平和的で公正かつ包摂的な社会の構築が必要で

あった（35項）。そして、具体的な持続可能な開発目標（SDGs）42）として、目標 16（平和と公正（＝

司法、著者注）をすべての人に）で、国内・国際レベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法

への平等なアクセスを提供する（ターゲット 16.3）ことが規定された 43）。

2021年には、アントニオ・グテーレス事務総長は、SDGsを含む現行の合意の履行をより一層加速

させるための行動アジェンダである「我々の共通の課題」44）を発表した。今後の国連の取り組む方向

性として、12のコミットメントの重要提案の一つである「4．国際法を遵守し公正（＝司法）を確保

する」の中で、人々を司法制度の中心に据えるという「法の支配のための新ビジョン」の策定が提案

された 45）。同氏は、2023年 7月に、前述の「我々の共通の課題」で公約した「事務総長の法の支配の

ための新ビジョン」46）を公表した。それによれば、8つの新ビジョン（展望）が指定され、それぞれ

にアクション（行動方針）が示された。たとえば、「法の支配は平和の基礎」というビジョンでは、

国連は幅広い平和と安全の取組に不可欠な法の支配支援を優先するという。また、「法の支配は人間

中心」というビジョンでは、人間中心とは法・司法機関がすべての人に利用可能であることを意味す

ると説明した上で、だれ一人取り残さないという誓約の履行として、国連はすべての人が変革の主体

や平和構築者として地域社会に参加できるように取り組むという。また、「法の支配は責任や協力の

共有に依存する国際システムの基盤」というビジョンでは、国際レベルでは法の支配は国際関係に予

測可能性と正当性を付与するとして、国連は憲章の価値および 2012年の総会ハイレベル会合宣言で

の諸原則の不断の促進者であり続けるという。

具体的に、2008年以降現在に至るまで一貫して紛争および紛争後の被害国や脆弱国に法の支配支援

活動を実施している国際機関の一つとして、国連開発計画（UNDP）がある。その支援活動は、「持続

可能な平和と開発のための法の支配・人権・司法およびセキュリティの強化に関するグローバル・プ

ログラム」47）に基づいて行われている。

以上の経緯を要約するために現在の国連ホームページ 48）を参照すると、「国際社会における法の支

配」は、諸国間の友好的でかつ公平な関係の基礎であり、2004年の法の支配の定義に言及しつつ、以

下のように説明されている。法の支配は、国際の平和と安全および政治的安定性、経済的・社会的進

歩と発展の達成ならびに人民の権利と基本的自由の保護の基盤である。法の支配に基づく社会の強化

は、持続可能な開発目標（SDGs）の成果（特に、目標 16：平和と公正をすべての人に）として考慮

される。そして、法の支配の強化には、武力行使に関する規範を含む国際法規範の尊重ならびにジェ
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ノサイド、人道に対する罪、民族浄化および戦争犯罪から自国民を保護する国家の主要責任の認識が

含まれるという。

3．日本外交での位置付け

（1）2013年以前の日本外交

日本外務省は、『外交青書 2006年版』まで「国際社会における法の支配」という項目を立てて「法

の支配」に言及することはなかった。2006年に国連総会第 6委員会で初めて「国内・国際レベルにお

ける法の支配」が議題として取り上げられて以降、ますますその言及頻度が高まってきた国際情勢か

ら、2007年以降の『外交青書』において常に「法の支配」が言及されるようになった。

『外交青書 2007年版』49）は、3章 1節 8項「国際社会における『法の支配』の強化」の中で、「法の

支配」について言及している。総論部分で「法の支配」を①各国国内における「法の支配」を条約の

締結などを通じて確保していくというルール作りの側面と、②国家間の紛争を国際法に基づき平和的

に解決していくという紛争処理の側面の双方が含まれていると説明する。具体的には、①刑事分野に

おける国際的取り組み（国際刑事裁判所（ICC）への日本加盟への作業の推進）、②海洋をめぐる諸問

題（対中・対韓の海洋諸問題を国際法に基づいて平和的解決する努力）、③経済・社会分野（世界貿

易機関WTOの紛争解決手続きなどの推進）が列挙される。

『外交青書 2008年版』50）は、「外交政策の一環として」国際社会における法の支配の促進を重視する

という日本外交の姿勢を明示した。記述内容として、前年度と同様に、国際社会における法の支配に

は、新しい国際法秩序の形成・発展への参画の側面、国家間の紛争を国際法に基づき平和的に解決し

ていく紛争処理の側面があると繰り返す。そして、日本は、ルール作りの側面では国連国際法委員会

（ILC）その他国際法の法典化作業に積極的に参画し、紛争の平和的処理の側面では国際司法裁判所

（ICJ）などの国際司法機関の役割を重視し当該機関の活動を支援してきたという。加えて、日本は開

発途上国における法制度整備の支援も引き続き強化していると付言する。

『外交青書　2009年版』51）は、法の支配の促進を日本の外交政策の柱の一つとして位置付け、国際

社会における法の支配の確立が、国家間関係を安定的に進化させ、個人・企業などの活発な国際的活

動を保障する必要不可欠な基盤であるとの認識を示した。『外交青書　2010年版』52）も、国際社会に

おける法の支配の促進を外交政策の重要な柱の一つとして位置付け、国際社会における法の支配の確

立は、国家間の関係の安定化、紛争の平和的解決、国内の「良い統治」53）を促進し、日本の領土や海

洋権益などの国益の確保や、個人や企業の国際的活動の保障のためにも重要であると指摘する。

その後の『外交青書　2011年版』54）および『外交青書　2012年版』55）は、『外交青書　2010年版』

とほぼ同じ記述内容であり、『外交青書　2013年版』56）は 2012年 9月の国連総会が「法の支配」分野
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でのハイレベル会合が開催されたことへの言及以外に、従来の記述のように、「法の支配」には、①

新しい国際法秩序の形成・発展というルール形成の側面、②国際法に基づく国家間の紛争を平和的に

解決していくという紛争解決の側面および③各国国内における法整備の側面、という 3側面があるこ

とを繰り返し言及した。特に、③に関して、日本がアジア諸国の法制度整備支援に積極的に取り組ん

でいることが強調された。

（2）2014年以降の日本外交

『外交青書　2014年版』57）は、総論で日本は「『力』による一方的な現状変更の試み」58）に反対する

中で、国際社会における法の支配の確立に取り組んでいると言及した。『外交青書　2015年版』59）は、

2014年の国際情勢認識の所で、ロシアがクリミアを「違法に『併合』した」ことおよび中国が東シナ

海や南シナ海などの海空域で「一方的な現状変更の試み」60）を続けていることに言及し、3章で「法

の支配」とは、「全ての権力に対する法の優越を認める考え方」であり、「国内において公正で公平な

社会の不可欠の基礎」と同時に、「友好的で公平な国家関係の基盤」であると指摘する。また、外交

政策の柱の一つとして、2014年 5月の「シャングリラ・ダイアローグ（対話）」61）をはじめとして様々

な機会に、「力や威圧ではなく法に基づく」平和的紛争解決の重要性を訴えた。

『外交青書　2016年版』62）によれば、海における法の支配に係る取組として、より詳細に 2014年 5月

のシャングリラ対話での安倍首相の提唱した「海における法の支配の三原則」63）が言及された。『外交

青書　2017年版』64）では、上記の「海における法の支配の三原則」が 2016年 5月のG7伊勢志摩サミッ

トにおいてG7の共通認識となったこと 65）が指摘された。加えて、同年 9月の国連総会でのG7外相会

合 66）において、東シナ海および南シナ海での懸念および 2016年 7月の国連海洋法仲裁裁判所の判断 67）

の有用性が示された。また、安倍首相は、同年 8月の第 6回アフリカ開発会議（TICAD VI）（ケニア）

での基調演説 68）で「自由で開かれたインド太平洋戦略（Free and Open Indo-Pacific Strategy, FOIP）」を

提唱し、その 2年後の 2018年に河野外相が「航行の自由、法の支配等の普及・定着」69）を当該戦略の

三本柱の一つとして位置付けた。

『外交青書　2023年版』70）は、国際情勢認識として、2022年 2月のロシアのウクライナ侵略が国際

秩序へのあからさまな挑戦であるとの認識を示し、中国による東・南シナ海での力による一方的な現

状変更の試みを強化していると明記した。そして、「法の支配」とは、「全ての権力に対する法の優越

を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、国際社会の

平和と安定に資するものであり、友好的で平等な国際関係から成る国際秩序の基盤」と規定する。「国

際社会においては、法の支配の下、力による支配を許さず、全ての国が国際法を誠実に遵守しなけれ

ばならず、力又は威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められてはならない」という。具体

的には、日本の外交は、（ア）紛争の平和的解決、（イ）国際的なルール形成、（ウ）国内法整備その
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他で、法の支配の強化を図っている。

現在、日本は、外務省のホームページに「国家間の法の支配」71）という項目を立てて、それに関す

る日本の立場をアピールしている。たとえば、『外交青書　2023年版』でも言及されているが、国連

総会での一般討論演説（2022年 9月）72）で、岸田首相は、ロシアのウクライナ侵略に関連して、「力

による支配（the rule by force）ではなく、全ての国が法の支配のもとにあることが重要」であると指

摘した。そして、1970年の国連総会決議「友好関係原則宣言」を法の支配を促進する基本的原則を導

き出す基盤として捉え、当該宣言から、（1）「力による支配」を脱却し国際法の誠実な遵守を通じた

「法の支配」をめざすこと、（2）力や威圧による領域の現状変更の試みは決して認めないこと、（3）

国連憲章の原則の重大な違反に対抗するために協力することという基本的原則を導き出していると解

説している。

また、前述した 2023年 1月の「国家間の法の支配」国連安保理公開討論で林外相 73）は、国家間の

法の支配の本質的要素として、（1）国家間の信頼に基づき、合意の誠実な遵守、（2）力や威圧による

国境変更の不承認、（3）侵略による領土取得の不承認を列挙した。さらに、途上国や脆弱国のガヴァ

ナンスや開発のための各国内の法の支配強化の支援を含めて、国内的にも国際的にも法の支配の普及

に取り組むと表明した 74）。

日本の外務省とは別に、法務省は、「司法外交」の一環として、他国における法の支配を強化する

ために、1994年から主としてアジア諸国に対して法務省法務総合研究所国際協力部などによる法制度

整備支援を積極的に実施している 75）。2023年 7月には、日本ASEAN法相会合 76）およびG7司法相会

合 77）において、法の支配の推進のために諸国家の法制度整備支援および能力構築を提供することが

明記された。

4．まとめにかえて

（1）国連・日本による法の支配の位置付け

国際社会、特に国連で使用される法の支配は、各国内での人権保障、紛争中・紛争後の平和維持・

平和構築・移行期正義（特に、治安維持）の実施および持続可能な開発の実現という、関連するが異

なる文脈の中で、総会（第 3委員会や第 6委員会）、安保理、経社理、事務総長のそれぞれの立場か

ら議論されてきた。それらの法の支配は、最終的には、国内社会で権力者の専断的判断を抑止し、国

民の人権や基本的自由を保障するために治安維持、公平な司法制度へのアクセスおよびグッド・ガ

ヴァナンスを確立する従来の国内社会における「厚い法の支配」の実現に収斂する。

では、国際社会における法の支配とは、究極的に国内社会に連動するものと同一のものであって、

国際社会独自のものは存在しないのか。国連内で援用される法の支配の定義によれば、それは、国家
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もすべての個人・機関・団体も平等に適用される法の遵守を確保する統治原則であり、法の優越性、

法の前の平等、法に対する説明責任、法の適用における公平性などが必要とされるという。本定義は、

正に、国際社会や国際法にでも適用可能な記述内容である。実際、2006年以降、国連総会では第 6委

員会経由の「国内・国際レベルでの法の支配」決議が採択され、国際レベルでの法の支配の在り方が

検討されている。2012年の国連総会ハイレベル宣言が示すように、国連憲章の諸原則や国際法に対す

る神聖なコミットメントが再確認され、それら国際法が諸国家だけでなく国際機構にも平等に適用さ

れ、それらの行動の予見可能性や正当性を付与することが一般的に認識されている。その法的範囲内

において、国際社会における「法」の支配とは、国際社会における「国際法」の支配を指していると

言える。

他方、日本外交では、2006年の国連による法の支配についての討議に触発されて以降、当該概念に

注目するようになり、2009年には法の支配の促進を日本外交の柱の一つとして位置付けるようになっ

た。それは、国際社会における法の支配の確立が、国家間関係の安定化や個人・企業の国際的活動の

活性化に不可欠な基盤であるとの認識からである。具体的には、国際法秩序の形成・発展という国際

立法、国家間紛争の平和的解決および各国家における法整備という 3側面で、国際社会における法の

支配の推進・強化に取り組む外交政策であった。

しかし、2014年頃の世界情勢において、日本は、ロシアによるクリミア併合 78）および中国による

東・南シナ海での一方的活動（尖閣諸島への執拗な接近・領海侵入やASEAN諸国との南シナ海行動

規範の作成協議中での岩礁埋立工事）が継続的に行われている事実に国際秩序への挑戦という恐れを

感じた。それゆえ、日本は、従来と同様に、法の支配の三側面の強化を図りつつも、日本をめぐる現

代の安全保障環境に合わせて、ロシアや中国を念頭に、力による支配や力または威圧による一方的な

現状変更の試みを許さず、国際法の誠実な遵守、力による国境変更や領土取得の不承認に発言の重心

を移したと思われる。日本は、東南アジア諸国の国内法整備支援活動を継続している事実からも明ら

かなように、法の支配による各国内の人権、民主主義およびグッド・ガヴァナンスを決して軽視した

わけではない。

以上から、国連での法の支配の議論において国際レベルでの国連憲章の諸原則や国際法に基づく国

際秩序を重視する姿勢は、日本における友好的で平等な国際関係の構築をめざす法の支配の主張と軌

を一にするものであると言える 79）。

（2）国際法の階層性

主権国家の併存状態（水平的関係）にある国際社会の大前提は、国際秩序の基盤である国際法、特

に国家の主権・平等の尊重、領土保全・政治的独立の遵守である。従って、力・威圧による支配や現

状変更の試みは、国際秩序の破壊であり、かつ、基本的な国際法原則（国連憲章 2条 4項）の違反で



46

もある。国際社会における法の支配は、国内社会のように統治者と被治者のような権力構造（垂直的

関係）ではないとしても、国際秩序の維持のために、軍事・政治的な強大国を法的に縛り、弱小国を

保護する役割を果たす抵抗概念・抗議概念である 80）。国連総会のクリミア併合無効決議やウクライナ

侵略認定決議が、友好関係原則宣言と同じ文言を引用して、国連憲章が諸国間の法の支配の促進にお

いて「最も（paramount）」重要であることに留意していることからも、国際法にも何らかの階層性が

存在するように思われる。

国際法は、すべての国を拘束する慣習国際法と締約国のみを拘束する条約国際法から構成される。

主権国家は、後者の個別条約に参加するか否か、条約上の法的義務に拘束されるか否かの自由な選択

権を有している。それゆえ、普遍性の視点から、条約国際法上の「法の支配」を追求することに内在

的限界がある。他方、慣習国際法における法の支配は、強大国であれ弱小国であれ、すべての国家を

平等に規律し、それらに慣習国際法の履行を追及することができる。国連憲章の諸原則は、中露を含

む 193か国の加盟国数から、条約国際法でありながら慣習国際法でもある。国家の存立を保証する慣

習国際法（主権尊重、領土保全）が国際社会における法の支配の中で最優先に追及される合理的理由

がある。

（3）法の支配と人権・民主主義の関係性

法の支配、人権および民主主義は国連の中核原則の 3本柱と位置付けられているが、具体的にそれ

らにどのような関係性があるのか。詳細は別稿に譲るとして、ここでは、人権と民主主義は実体論で

あり、法の支配は方法論であることから、法の支配が人権や民主主義を下支えする一方で、人権や民

主主義が法の支配という袋の中に入り込むという関係性にあると、一応、理解しておく。法の支配を

介しての人権や民主主義の実現は、国内社会での対立や紛争を回避することで、ひいては、国際秩序

の安定性が確保でき、実質的な厚い法の支配が実現できると思われる。しかしながら、現実では、そ

こには主権国家という障壁、すなわち、基本的な国際法原則である自決権（政治体制の自由な選択権）

や他国からの干渉禁止原則（不干渉義務）が立ちはだかる。専制国家は、普遍的な価値である人権や

民主主義さえも西欧型な人権・民主主義の押付けと捉え、国内社会における法の支配を受け入れよう

としない傾向が散見される 81）。たとえば、発展途上国の国内法整備の支援活動も、当事国のオーナー

シップに基づき適切に実施しなければ、到底実現できない。

民主体制の衰退傾向および権威主義体制の増加傾向 82）にある現代国際社会に対して、米国は、民

主主義を刷新するために、腐敗との戦い、権威主義からの防衛、人権尊重の促進をテーマとした初の

「民主主義サミット」（オンライン形式）を2021年12月に開催した（109か国2地域（台湾とEU）招待、

成果文書なし）。そして、第2回民主主義サミット（ハイブリッド方式）が2023年3月に開催された（約

120か国・地域の招待）。その成果物の「民主主義サミット宣言」83）は、汚職撲滅、報道の自由、個人
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情報の収集スパイウエアの拡散防止など、主として国内社会における法の支配に言及した内容であっ

た。当該文書は、台湾を含む 73か国・地域の支持を得たが、圧倒的多数の諸国家からの支持を得た

とは言えなかった。おそらく、専制国家も含むグローバル・サウス諸国は、いいか悪いかは別として、

実質的な厚い法の支配を受け入れるのに心理的抵抗感があるように思われる。米国が正面から民主主

義を主張すればするほど、国際社会の分断を招きかねない。むしろ、日本の主張のように、国際秩序

の維持をめざす法の支配を最優先に主張する方が、国際社会に容易に受け入れられ、国際社会の団結

を図れるであろう。もっとも、それは、専制国家の人権侵害抑圧体制や非民主的政治体制を容認する

ものであってはならず、国際秩序が安定するとともに、厚い法の支配の普及を図らなければならない。

このように考えれば、専制国家による力または威力による現状変更の試みは、国際秩序の法的根拠

を覆す違法行為 84）であり、基本的な国際法原則（国家主権の尊重）の重大な侵犯でもある。換言す

れば、現在の国際状況は、専制国家が人権や民主主義といった実質的な内容を含まない「形式的な薄

い法の支配」さえも否定しているように表面上見える。

今後とも、日本は、外交政策の柱の一つとして、時代に即して優先順位を付けながら、「国際社会

における法の支配」の確立に積極的に取り組むことが望まれる。その場合に、日本の取り組みに対し

て国際的信用を失墜させないように、二重基準（ダブルスタンダード）の疑いを招くことのないよう

に行動することは、言うまでもない 85）。
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